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明治期 における条約の形式 と締結手続き

「韓国併合条約」等無効説に関連 して

海 野 福 寿

要 旨 韓国併合条約等 の 日韓 間旧条約無効 説を主 張 して きた ソウル大学校教授李泰鎮 は,

雑誌 『世界』1998年7・8月 号掲載 の 「韓 国併合は成立 して いない」上 ・下 に次 いで,

1999年3月 号 に 「韓国併 合条約不成立再 論一 韓国侵略に関 連 す る諸 条 約 だけ が破格

で あった 」 を発表 した。 そ こでは,国 家の主要 な主権の移譲 に関す る条約の形式 は,

「正式条約」 でなければな らないのに もかかわ らず,日 本が韓国 に強制 した諸条 約 は,

その形式要件が欠 けているので無効 であ ると論 じてい る。 しか し,李 泰鎮教授 の分析 は

実証的裏付 けが不十分 なので,本 稿 では,明 治 期に 日本が諸 外国 と結ん だ条約例 の検討

を通 じて,条 約 の形式 と条約締結 の手続 き慣例 を明 らかに し,日 韓間詰条約が 内容的 に

は不当で あったにせ よ,形 式 的には適法性 を有 していた ことを論証 し,李 泰鎮説 を批判

した。

キー ワー ド:韓 国併合条約,大 韓帝 国,明 治期,条 約

1.は じ め に

1997年6月4日,中 国 ・延辺大学で開催 された中朝日関係史学術討論会で,延 辺大学中朝

韓日関係史研究所所長金亀春教授 は,「乙巳条約と高宗の回復主権的外交活動」 と題す る報告

を行い,参 加者に感銘を与えた。
ウル サ

「乙巳条約」とは,1905年(明 治38年)ll月17日,日 本が大韓帝国(韓 国)に 調印を強制

した 「第2次 日韓協約」のことである。金電着教授は,締 結 したとされる 「第2次 日韓協約」

に対 して,高 宗皇帝が,韓 国 と通商条約を結んでいた欧米列国政府に条約の無効を訴え続け,

国権回復運動を展開 したことに関する最近の研究成果')を紹介 し,「 第2次 日韓協約」 無効論

を主張 した。

「第2次 日韓協約」のみならず,そ れを前提として結ばれた 「韓国併合条約」等の条約はす

べて無効である,と いう韓国 ・朝鮮民主主義人民共和国の伝統的主張の最:大の根拠 は,条 約締

結権者である韓国皇帝の承認(裁 可)を 経ず,日 本側の強制により調印させられた条約である,

という点である。 これに加えて,1990年 代の研究は,無 効原因を強制調印に求 めるだ けでな

21



海野 福寿

く,条 約の形式および締結手続きに重大な暇疵があることを指摘 し,そ の点か らも旧条約の当

初か らの無効,す なわち不成立を論ずるようになった。その先頭に立つのがソウル大の李泰鎮

教授である。
くママ　

李泰鎮教授 は,「日本が韓国に強要 した協定のうち,外 交権と内政権の委譲,併 合などに関

する協定は,必 ず正式条約の形式(全 権委員の委任状,批 准書交付)を 採 らなければならない

対象であった」2)にもかかわ らず,「1904年2月 に露 日戦争 と同時に強要された日韓議定書から,

韓国併合条約にいたるまでの韓日間の主要な5っ の協定が,外 交協定の基本要件上欠格が多い

たあ,韓 国併合 は法的に成立 したと見るのは難 しい」3)と主張する。

李泰鎮説の論証部分は本文でおいおい言及するが,本 稿では以下の諸点から李泰鎮説を再検

討 したい。

① 外交権 ・内政権(行 政権)移 譲 併合条約の形式は,全 権委任状発給 と批准書交換を伴

う,い わゆる批准条約でなければならないとするのは妥当か。

② 日清戦争以前の日朝間諸条約(6件)だ けが 「正式条約」(批 准条約)の 手続 きと形式

を備えていた,と いう指摘 は正 しいか。

条約の締結手続 き・形式は,そ れぞれ当事国の事情により相互に規定されるから一様ではな

く,国 際法上の規定があるわけでもない。本稿で取 り上 げるのは,明 治期における日本の場合

であることをあらかじめ断ってお く。

2.条 約形式 の3分 類

外務省条約局 『各国二於ケル条約及国際約束締結 ノ手続二関スル制度』によれば,批 准の要

不要をはじめ条約締結手続 きは,各 国の政体 ・制度 ・国内法との関連によりさまざまであるが,

「我国二於 テハ、批准交換ノ形式二依 リ締結スル条約ノ外二、陛下 ノ裁可 ヲ以テ締結 スル国際

約束 ト、陛下 ノ.裁可 ヲ仰 グコトナク政府限 リニテ締結スル国際約束」 とがあり4),次 の3種 の

条約締結手続き ・条約形式があるという5)。

第1種 「批准交換ノ形式二依 リ締結 スル条約」

第II「 陛下 ノ裁可 ヲ以テ締結 スル国際約束」

第皿種 「陛下 ノ裁可 ヲ仰グコトナク、政府限 リニテ締結スル国際約束」

(ローマ数字は筆者が付 した)

ただ し,同 書の刊行は1924年(1936年 改訂)で あり,当 初か らすべての条約 ・国際約束が

これに該当するかどうかは疑問であるが,明 治期の条約 も基本的にはこれ と同 じであり,順 次

整序 されっっあったと考えてよい。では,い かなる場合のいかなる条約が第1種 形式に属 し,

いかなる条約 ・国際約束が第II種 あるいは第皿種 として扱われたのか,そ の基準を示す文献を

知 らないので,や むをえず明治期 日本の主な条約例を検討 し,帰 納的に条約類型を求めると次
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の よ うに な る5)。

第1種 形 式 条 約 の英 文名 称 の 多 くはTreatyも し くはConventionで あ り,条 約 中 に 批 准 条

項 が あ る,い わ ゆ る批 准条 約 で あ る。 も っ と も批 准 条 約 で あ れ ばTreatyあ る い はConven・

tionで あ る と い う対 応 関 係 は な く,た と え ば 「日米 両 国 難 破 船 費 用 償 還 約 定 」Agreement

concemingthereimbursementofcertainspecifiedexpensesincurredinconsequenceof

shipwrecks(1880年5月17日 調 印)の 場 合 は,Agreementで あ るが 批 准 条 約 で あ り,「 全

権 委 員 トシ テ 日本 国 皇 帝 陛 下 ハ,外 務 卿 正 四位 勲 一 等 井 上 馨 ヲ之 二任 ジ,米 利 堅 合 衆 国 大 統 領

ハ,閾 下 二駐 劉 セ ル合 衆 国 特 命 全 権 公 使 ジ ョン ・エ ー ・ ビ ンハ ム ヲ之 二任 ジ」,両 全 権 委 員 が

記 名 調 印,そ の批 准条 項 に も とづ いて,1881年6月16日,批 准書 交 換,日 本 で は同 年9月28

日 に公 布 され た。

第1種 形 式 条 約 の前 文 に は,天 皇 お よ び相 手 国 元首 に よ る全 権 委 員 任 命 が,末 文 に は そ の全

権 委 員 が 記 名 調 印 す る こ とが記 され る7。 ま た,第1種 形 式 条 約 の 内容 か ら言 え ば,① 修 好 ・

通 商 条 約,② 講 和 条 約,③ 領土 条約 で あ り,④ 多 国 間 条 約 も原 則 的 に第1種 形 式 を と る8)。 し

か し,以 上 に限 られ る の で は な く,た とえ ば 「日露 漁 業 協 約 」(1907年7月28日 調 印)は 第

1種 形 式 の批 准 条 約 で あ る。

条 約 締 結 を 第1種 に よ るか,他 の形 式 に す るか は,「 国 際 法 上,ど の よ うな 条 約 形 式 に す る

か は,当 事 者 間 で 自 由 に決 定 しう る事 項 で あ り,あ る程 度 の 慣 行 が 認 め られ る と して も,必 ず

し も内 容 が 規 定 す る わ け で は な い」9)ので あ る。

「日露 漁 業 協 約 」は,駐 露 公 使 本 野 一 郎 とロシア外相 イズ ヴォル スキーAleksandrP.Izvorskii

(ほ か に グパ ス トフ外 務 次 官KonstantinA.Gubastov)と の 間 で,「 日露 通 商 航 海 条 約 」(1907

年7月28日 調 印)・ 「第1回 日露 協 約 」Conventionde1907(1907年7月30日 調 印)と 同 時

並 行 的 に交 渉 が行 わ れ た が,「 日露 漁 業 協 約 」 と 「日露 通 商 航 海 条約 」 を 全 権 委 員 任 命 と批 准

条 項 を有 す る批 准 条 約 と した の に対 し,歴 史 的 観 点 か らす れ ば よ り重 要 な 内容 を持 つ に もか か

わ らず 「第1回 日露 協 約 」 は批 准条 約 とせ ず,第II形 式 で 処 理 した。

交 渉 中 の1907年4月,林 董 外 相 は,ロ シア側 提 案 の 「日露協 約」 前 文 中 の文 言 を 修 正 す る

よ う,次 の よ うに本 野 公 使 に 訓 令 した 且o)。

くママラ

「本条約タル両国親密ノ関係 ヲ示ス性質 ノモノナルが故 二、帝国政府八人 ヲ少 シク其形式

ヲ緩和 シ、之 ヲ締結 スルニ全権委任状二依ラズ、唯特別ノ委任 ヲ以テスルコトトシ、従テ其

ノ批准又ハ批准交渉ノ規定ヲ設ケザルヲ可 トス。之が為メ、条約前文ノ文句二左ノ修正ヲ加

フルノ必要ア リ。「日本国皇帝陛下」 ヲ 「日本国皇帝陛下 ノ政府」 トシ・「露西亜国皐帝陛下」

ヲ 「露 西 亜 国皇 帝 陛 下 ノ政 府 」 トス。(中 略)条 約 ノ末 文 ハ 左 ノ如 ク ナ ル ベ シ。 「右 証 拠 トシ

テ下 名 … … ハ 、 各 々 自国 政 府 ノ委 任 ヲ受 ケ、 本 条 約 二署 名 捺 印 ス」。 其 ノ次 二 締 結 ノ 場 所 及

日付 ヲカ目フ」
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ここでは,締 結さるべき協定を日露皇帝による批准条約 とせず,両 国政府間の協定 とし,し

たが って全権委任状および批准書交換を省略 し,署 名者は自国政府の委任によるものとする。

あるいは 「第1回 日英同盟協約」AgreementofAllianceofl902(1902年1月30日 調印)

の場合 も,日 本政府が 「該協約ハ批准 ヲ要セズ」"),「全権ハ今回ノ場合二於テハ……不必要」12)

とし,訓 令を受けた林董駐英公使がベルチー外務次官補と協議 し,「全権 ノ不必要」な条約締

結 に合意 しだ3)。ただし,「英国政府ニシテ何等特別ナル理由ア リテ、全権 ヲ欲スル次第 ナレ

バ、 日本政府モ其意味二於テ天皇陛下二奏請二及ブベキ」M)と述べているか ら,日 本側 が必ず

しも第II種 に固執 していたのではない。条約形式の選択は相互の合意 による。

「日仏協約」(1907年6月10日 調印)の 場合 も同様に,「厳格 ナル形式 ヲ避ケ、之 ヲ締結 ス

ルニ全権委任状二由ラズ、唯特別ノ委任二由ルコ トトシ、以テ其批准及批准交換ノ手続ヲ省略

スルヲ可 トス」15)とい う日本側提案をフランス側が同意 し,第IIの 協約が結ばれることになっ

た。

これ らは条約の形式が日露 ・日英 ・日仏間で協議され,第1種 ではなく第IIが 選択 された

例である。なぜ日本政府が第1種 を避け,第II種 形式の条約を望んだかは明 らかでないが,枢

密院への諮諭を通例 とする批准条約か ら政治条約を排除する一般的傾向があったように思われ

る。

第II形 式は,天 皇裁可を経た政府間協定として広範囲の条約 に準用された形式である。.英

文名称 としてはAgreement,Arrangement,Accordが 用い られる場合が多いが,「 第2次 日

韓協約」のようにConventionが 用いられた例 もある。第II条 約の標準的文型は,前 文で締

約国両政府が協定を結ぶ ことを記 し,末 文でそれぞれの政府から委任を受 けた署名者が記名調

印する,と するが,一 部が省略されることもある。国家元首の裁可は国内行為であるか ら条約

書には表れない。署名者の多 くは,調 印地が外国である場合は,そ の駐在大使 ・公使であり,

調印地が本国である場合は外務大臣で,政 府からの全権委任状発給はなく,「調印方取計 フベ

キ旨ノ訓令 ヲ発スルニ止マル」16)のが通例である。公表は外務省告示または 『官報』彙報欄官

庁事項で公示 されるだけである'7}。

「第2回 日英同盟協約」AgreementofAllianceof1905(1905年8月12日 調 印)の 例 を示

そう18)。

(前文)「 日本国政府及大不列顯国政府ハ、1902年1月30日 、両国政府間二締結セル協約二

代 フルニ新約款 ヲ以テセムコトヲ希望シ、

(イ)(ロ)(ハ)… …〔省略〕

ヲ目的 トスル左ノ各条 ヲ約定セ リ」

(末文)「 右証拠 トシテ下名ハ、各其 ノ政府 ノ委任 ヲ受ケ、本協約二記名調印スルモノナリ」

署名者 は,「大不列顛国駐割 日本国皇帝陛下ノ特命全権公使林董」 と 「大不列顛国皇帝陛下
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ノ外 務 大 臣 ラ ン ス ダ ウ ン」 で あ っ た。 政 府 委 任 の署 名 者 に対 す る全 権 委 任 状 発 給 は な く,条 約

最 終 案 が 確定 した8月ll日,桂 外 相 は林 公使 の 「記 名 調 印 ス ル ノ権 限 ヲ委 任 ス ル」 上 奏 を 行

い19),裁 可 を得 て,同 日,林 あ て に 記 名 調 印 の 訓 令 を打 電 した鋤。 な お,交 渉 に 先 立 ち 同年5

月24日 の 閣 議 は条 約 案 を決 定 し,同 日上 奏,裁 可 を得 て い た21)。『官 報 』 に よ る公示 は 「日露

講 和 条 約 」 との 関 係 で や や遅 れ,9月27日 で あ る。

第 亜種 形式 は,批 准 は もと よ り裁 可 もな く,政 府 間 で結 ば れ る条 約 ・国 際 約 束 で あ り,交 換

公 文 ・行 政 取 極 な ど も含 む か ら,件 数 と して は も っ と も多 い。 英 文 名 称 はMemorandumが

多 用 され るが 特 定 して は お らず,た と え ば 「日本 国及 び墨 西胃 合 衆 国 間 医 術 自 由開 業 に関 す る

協 定」ConventionrelativeauLibreExercicedelaProfessiondeMedecin(1917年4月26

日調 印)は,Conventionの 名 称 を 付 して い る に もか か わ らず,「 閣 議 ヲ経 タ ル ノ ミニ テ 裁 可

及 語 詞 〔枢 密 院 へ〕 ナ シ」22)で処 理 され た。

以 上,明 治 期 に お け る条 約 形 式 の3類 型 を概 観 した が,あ る条 約 が 第1種 ～ 第 皿種 の いず れ

に属 す るか は,李 泰 鎮 教 授 が想 定 す る よ うに,そ の条 約 の内容 や名 称 に よ ってあ らか じめ決 ま っ

て い るの で は な く,当 事 者 間 の任 意 に よ り締 結 手 続 き ・形 式 が 選 定 さ れ る の が原 則 で あ る こと

を 確 認 した。 な お,条 約 名 の英 文(欧 文)名 称 と 日本語 名 称 と は画 一 的 に対 応 す る もの で は な

い こと に も留 意 した い。 た とえ ばConventionは,日 本 語 名 称 で は 条 約 に も協 約 あ る い は協

定 に も用 い られ て い る。 外 務 省 条約 局第1課 編 「条 約 ノ締 結 、 批 准 及 公 布 二関 ス ル調 書 』 は,

「Conventionヲ 協 定 又 ハ 協 約 ト訳 シ タル ハ 、 「条 約 」 トシテ公 布 ス ル コ トヲ避 ケ ン トス ル 用 語

二 出 デ タ ル モ ノ ナ ル が如 シ」お)と述 べ て い る。

3.日 朝 ・日韓 間の1形 式(批 准)条 約

「日朝 修 好 条 規 」TreatyofPeaceandFriendshipbetweentheEmpireofJapanandthe

KingdomofCorea(1876年3月26日 調 印)か ら 「韓 国 併 合 二関 ス ル条 約 」Treatyregarding

theAnnexatibnofKoreatotheEmpireofJapan(1910年8月22日 調 印)ま で の 間 に,日

本 が朝 鮮 ・韓 国 と結 ん だ 条 約 は53件 あ る とい う別)。そ の うち 主 な 条 約 を 示 した の が 第1表 で

あ る。

表 示 の条 約 中 第1種 形 式 す なわ ち批 准 条 約 と して 確 認 で き る条 約 は,(1)「 日朝 修 好 条 規 」 と

(4)「 日朝 修好 条 規 続 約 」 だ けで あ る(以 下,本 論 文 で条 約 名 の前 に 付 した 番 号 は第1表 で表 示

した もの で あ る)。

李 泰 鎮 教 授 は,「 開港 ～ 満 目戦 争 間 の 韓 日間 諸 条 約 の 具 備 要 件 一 覧 表」紛 を示 し,「 こ の表 に

よ る と,朝 日修 好 条 規 か ら漢 城 条 約 ま で の6回 〔第1表 所 掲 条 約 番 号(1)～(6)と 同 じ〕 は,す べ

て委 任 状 発布 お よ び これ の確 認,批 准 書 ま た は これ に代 わ る国書 の 発 給 が な さ れ た」,「 日本 側

の この よ うな 協 商 姿 勢 は,国 際 法 上 ま た は国 際 慣 例 上,正 当 な もの で あ っ た」26)と言 う。
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李泰鎮論文の目的は,「満 目戦争前の正常な韓 日間詰協定」の論証にあるのではなく,日 本

の朝鮮侵略が本格化 した 「1904年2月 〔日清開戦〕から1910年8月 〔韓国併合条約調印〕ま

での関連5協 定 〔第1表 の9～13,16〕 が,全 権委任状 と批准書を欠いたものは世界条約史と

韓日間協定史,ど ちらの側に照 らし合わせてみて も,異 例的な,破 格の例であ ったとい う事

実」")を明 らかにし,こ れらの条約が 「決 して成立 したものと見ることはできない」圏)ことを主

張する点にある。

では,李 泰鎮教授が行った論証が事実に符合するかどうか再検討 しつつ,前 項で述べた条約

の3類 型に即 して見てみよう。

まず(1)「日朝修好条規」から。1875年(明 治8年)12月9日,参 議黒田清隆が特命全権弁

理大臣に任命 され29),次いで12月27日,元 老院議官井上馨が特命副全権弁理大臣を命ぜ られ

た30)。朝鮮側全権委員は,交 渉開始直前の1876年1月30日 に接見大官に任命された御宮大将

申櫨,接 見副官に任命 された礼曹判書サ滋承である3')。

正式会談 は2月11日 から始まるが,翌12日 に,日 本側は条約案および批准書案を示 し,早

期調印を迫った。以後,非 公式折衝を含む交渉が行われ,27日(調 印書の日付けは26日)の

調印に至 る。その間,朝 鮮国王の批准書の形式をめぐって,国 王親署 と国璽押印の前例がない

朝鮮側の反対により紛糾 したが,最 終的には批准書には朝鮮国王姓諺を親署せず 「朝鮮国君主

之寳」を新鋳 して鈴 し,条 約調印と同時に日本側に手交されることになった32)。

条約前文には,「 日本国政府ハ、特命全権弁理大臣陸軍中将兼参議開拓長官黒田清隆、特命

副全権弁理大臣議官井上馨 ヲ簡 ミ、朝鮮国江華府二詣 リ、朝鮮国政府ハ判中枢府事申櫨、都捻

府副掘管サ滋承ヲ簡 ミ、各奉ズル所ノ諭旨二連 ヒ、議立セル条款 ヲ左二開列 ス」 とある。全権

委員任命者があたか も両国政府であるかのようであるが,当 初,日 本側が提示 した原案前文の

主語 は,「大 日本国皇帝陛下」 と 「朝鮮国王殿下」であった。 しか し,「皇帝陛下 ト称シ、国王

殿下 ト称ス、差等アルニ似 タリ。因テ日本国政府、朝鮮政府 ト改メタシ」鋤 という朝鮮側の国

家元首の尊称削除の要求をいれて修正 した結果である。全権委任状発給者が政府ではなく,天

皇 と朝鮮国王であることは言 うまでもない。

また,「修好条規」には批准条項がないが,朝 鮮国王の批准書は,調 印と同時に日本側が受

領 し,条 約第12款 に 「右議定セル十一款ノ条約、此日ヨリ両国信守運行 ノ始 トス」 と記 して

即日実施とした。天皇の批准は3月22日 であり桝),同日,太 政官布告第34号 により公布 され

たが,朝 鮮への批准書伝達 は遅れ,(4)「 日朝修好条規続約」締結のため渡朝 した外務大丞宮本

小一理事官が,7月31日,礼 曹判書金尚鉱に手交 した35)。批准書交換は同時ではなく変則的で

あったが,こ うして行われた。

④ 「日朝修好条規続約」AdditionalConvention(1882年8月30日 調印)も また批准条

約である。「続約」は,壬 午軍乱の善後約定である③ 「演物浦条約」交渉と並行 して行 われ,
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同 時 に調 印 され るが,条 約 形 式 と して は両 者 は明 確 に区 別 され,「 続 約 」 だ け が 批 准 を 要 す る

条 約 と さ れ た36)。

壬 午 軍 乱 発 生(1882年7月23日)に 先 立 つ1882年4月25日,天 皇 は朝 鮮 国駐 割 弁 理 公 使

花 房 義 質 に通 商 条 約締 結 交 渉 の 全 権 を与 え る委 任 状 を交 付 し3'),朝 鮮 側 も,経 理 機 務 衙 門 事 金

輔 鉱 を全 権 大 官 に,回 金宏 集 を 全 権 副 官 に任 命 し,6月5日 か ら会 商 が 行 われ たが,壬 午 軍:乱

に よ り交 渉 が 中 断 され た い き さっ が あ る胸。 「続 約 」 締 結 交 渉 は,そ の 継 続 と見 な した の で あ

る。

8月30日 調 印 の 「続 約」 前 文 の 主 語 は あ い ま いで,全 権 委 員 任 命 の 記 述 も な い が,末 文 に

は 「両 国 全 権 大 臣各 々 諭 旨 二拠 リ、 約 ヲ立 テ印 ヲ蓋 シ、 更 二批 准 ヲ請 ヒ、 二 個 月 ノ内(日 本 明

治 十 五 年 十 月 、 朝 鮮 開 国 四 百 九 十 一 年 九 月)日 本 東 京 二於 テ交 換 ス ベ シ」 と あ り,批 准 条 約 で

あ る こ とを 明 記 して い る。 署 名 者 は(3)「済 物 浦条 約 」 と同 じく,日 本 側 は弁 理 公 使 花 房 義 質,

朝 鮮 側 は全 権 大 臣李 裕 元,全 権 副官 金 宏 集 で あ る。 天 皇 は,10月30日,こ れ を批 准 し,併 せ

て 批 准 書 交 換 の全 権 を 外 務 卿 井 上 馨 に与 え た。 こ れ に もと づ き井 上 は,翌31日,来 日中 の特

命 全 権 大 臣 兼 修 信 使 朴 泳 孝 。副 大 臣金 晩植 と批准 書 を交 換,太 政 官 は11月22日,太 政官 布 告

第54号 に よ り 「続 約 」 を公 布 した鵠)。

以 上 の2件,つ ま り(1)「 日朝 修 好 条 規 」 と(4)「日朝 修 好 条 規 続 約 」 だ け が 日朝 間 に結 ば れ た

批 准 条 約 で あ るが,李 泰 鎮 教 授 は,こ の ほか,(2)「 日朝 修 好 条 規 付 録 及 通 商 章 程 」Appendix

totheTreatyofAmityandFriendship(1876年8月24日 調 印),(3)「 済 物 浦 条 約 」(1882

年8月30日 調 印),(5)「 朝鮮 国 二於 テ 日本 人 民 貿 易 ノ規 則 」RegulationsunderwhichJapa-

neseTradeistobeconductedinCorea(1883年7月25日 調 印),(6)「 漢 城 条 約 」Conven-

tionbetweenJapanandCorea,fortheSettlementofDifferencesbetweenthetwo

Countries(1885年1月9日 調 印)な ど も批 准条 約 ま た は そ れ に 准 ず る形 式 の 条 約 と見 な して

い る。 しか し,前 述 の2件 の 批 准 条 約 と対 比 して み る と,締 結 手 続 き ・条 約 形 式 上 に 明 らか な

差 異 が あ り,批 准条 約 と見 る こ と はで き な い。

② 「日朝 修 好 条規 付 録 及 通 商 章 程 」 は,朝 鮮 開 国 後 の通 商 規 程 を定 め た 条 約 で あ る が,交

渉 に あ た った 日本側 代 表 は外 務 大 丞 宮 本 小 一 であ る。 太 政 官 は,1876年6月8日,宮 本 に理

事 官 と して朝 鮮 国 差遣 を 命 じ41),6月28日,「 朝 鮮 国 ニ テ政 府 委 任 ノ重 官 ト協 議 決 定 ス ベ キ 」

委 任 状 を与 えf`41)。宮 本 が交 渉 相 手 とす べ き朝 鮮 側 代 表 は 「議 政 府 ノ 印 ア ル 委 任 状 ト金 尚 鉱

〔礼 曹 判 書 〕 ヨ リ下官 へ宛 タル照 会 文 ヲ持参 シ タル官 員 」42)とされ,実 際 に議 政 府 堂 上 趙 寅 煕 が

特 差 講 修 官 と して 任 に就 いた4;)。こ こで 注 目 され る の は,当 初 か ら両 国 政 府 委 任 の官 員 を交 渉
,

担 当者 と して い る こと で あ る。 した が って 天 皇 ・朝 鮮 国 王 か ら全 権 委 任 状 が 発 給 され る こと は

な く,宮 本 に は太 政 官 委 任 状,趙 寅 煕 に は議 政府 伝 教 謄 本 が交 付 され た44)。

交 渉 は8月5日 か ら始 ま り,同 月24日 に宮 本 小 一 ・趙 寅 煕 が 「修 好 条 規 付 録 」 お よ び 「朝
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鮮国議定詰港二於テ日本国人民貿易規則」に記名調印 した45)。「修交条規付録」前文に,「 日本

国政府ハ、理事官外務大丞宮本小一二委任 シ、朝鮮国京城二詣 リ、朝鮮国政府ハ、講修官議政

府堂上趙寅煕二委任シ、相会同シテ議立スル条款左二開列ス」 とあるように,政 府間協定とし

て締結 された。 したがって批准条項はなく,調 印即 日実施 された。李泰鎮教授が作成 した,前

述の 「開港～清日戦争間の韓 日間詰条約の具備要件一覧表」には,7月31日 に批准書伝達と

あるが,こ の批准書は前述のように(1)「日朝修好条規」の日本側批准書のことで,(2)の 「付録」

に対する批准書ではない。(2)「日朝修好条規付録」等の調印は8月4日(24日 の誤 り)で あ

るから,調 印以前 に批准書が伝達されることはあり得ない。李泰鎮教授の誤認である。

「日朝修好条規付録」等は,10月14日,太 政官布告第127号 として公布された。

(3}「 演物浦条約」の交渉 は,前 述の(4)「修好条規続約」と連動 しており,す でに全権委任

状の交付を受けていた花房義質弁理公使が,壬 午軍乱処理の委任を政府か ら受けた45)ことと重

なり,や や複雑な様相を呈する。 ソウルに入京 した花房は,8月20日,朝 鮮国王に謁見 し,

朝鮮側全権委員の任命を要請 し許可を得た47)。27日,朝 鮮政府は領議政李裕元を全権大臣に,

戸曹参判金宏集を副官 に命 じ,政 院伝教謄本の交付を花房に伝えた。朝鮮側の委任状 も政府発

給のものである。

8月30日,(4)「 日朝修好条規続約」 とともに(3)「演物浦条約」 に両国全権委員が記名調印

した。前者は批准条約であったが,後 者は批准書交換を要せず政府間協定とした。李泰鎮教授

によれば,「壬午軍乱時に日本が負 った被害に対 して朝鮮が賠償することであったために,賠

償行為自体を批准するということが国家の威信に傷をつける行為」4f》という理由か ら批准を避

け,批 准に代えて国書提出をもって したと言 う。同年10月 に来日した全権大臣兼修信使朴泳

孝は天皇 に謁見 して国書を奉呈 した49)(10月19日)が,そ れは 「済物浦条約」第6項 の 「朝

鮮国ハ特二大官 ヲ派 シ、国書 ヲ修シ、以テ日本国二謝スル事」によるものであり,国 書を批准

書に等置することはできない。批准条約における批准書交換は,「交換」に意味があ り,一 方

からの文書提出だけでは外交行為としての批准の意味を持たない。

かりに使臣派遣による国書提出が批准書交換に代わ りうるとすれば,(9)「 日韓議定書」

Protocol(1904年2月23日 調印)に ついて,調 印後に報聰使 として来日 した李趾鎗 が1904

年4月25日 に国書を奉呈 しているから,「日韓議定書」 も批准条約に準ずると言わねばならな

いであろう。そうだとすれば,李 泰鎮教授が主張する,日 清戦争以降における諸条約の法的欠

陥性の指摘の一角を自ら崩すことになる。

(5)「 朝鮮国二於 テ日本人民貿易ノ規則(朝 鮮文 「通商章程続約」)・朝鮮国海関税 目」

RegulationsunderwhichJapaneseTradeistobeconductedinCorea.ImportandExport

TradeofCorea(1883年7月25日 調印)は,前 年,朝 鮮がアメリカ ・イギ リス ・ドイ ツと修

好通商条約を締結 し,通 商基準が整備されたことを受けて改訂を余儀なくされた日朝間通商章
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程 として締結 された。

1883年3月,外 務卿井上馨は,駐 朝弁理公使竹添進一郎に通商章程交渉の訓令を与 えたが,

通商章程は基本的な国家間条約であるため井上は,4月,交 渉権限の付与を三条太政大 臣を通

じて奏請 し,裁 可を得たx)(28日)後,竹 添公使に 「通例之手続キヲ以テ」交渉することを委

任 した。竹添は,朝 鮮国雇傭の協弁交渉通商事務 メ レン ドルフ(穆 麟徳)PaulGeorgvon

Moellendorffと の協議を経て,「朝鮮政府委任之全権大臣」51:に任 じられた督弁交渉通商事務

聞泳穆 らと7月18日 から交渉を開始 し,7月25日,「 貿易規則」・「海関税則」 に竹添 と聞泳

穆が記名調印 した。両条約とも前文はなく,「貿易規則」末文に,「右証拠 トシテ両国ノ全権大

臣、此条約二名 ヲ記シ、印 ヲ調スル者也」 とあり,「海関税則」末文 もまた,「右証拠 トシテ両

国ノ全権大臣、此税目二名 ヲ記 シ、印 ヲ蓋スル者也」としている。

これらは政府間協定であるか ら批准条項はないが,「 貿易規則」第42款 に 「此規則ハ調印ノ

日ヨリ百 日内二日本 ・朝鮮両政府ノ允准 ヲ経ベキモノニシテ、右百 日経過 ノ後、直チニ之 ヲ実

践ス可 シ」とあり,9月27日 に両国政府允准,10月15日 太政官布告第34号 により発効 し

た52)。調印後100日 の期間をおいて確認 したのは政府允准であり,批 准ではない。

(6)「 漢城条約」ConventionbetweenJapanandCorea,fortheSettlementofDifference

betweenthetwoCountriesも また 「明治十七年京城暴徒事変 〔甲申政変〕 二関 スル善後約

定」であるが,竹 添公使が政変に深 くかかわ っていたことに加えて,事 変の鎮圧に清国軍が出

動 したことで善後策は複雑化 した。

日本政府は,1884年12月4日 のクーデター発生(8日 鎮静化)か ら2週 間後の12月19日

の閣議 で対応策を決定 した。それに もとづいて外務卿井上馨が特派全権大使 として朝鮮に赴 く

ことを命ぜられ,21日,朝 鮮国王への国書および対朝鮮 ・対清国交渉のための全権委任状が

天皇か ら下付 された。1885年1月3日,ソ ウルへ入京 した井上は,6日,国 王に謁見 し,国 書

と全権委任状漢訳文抄本を奉呈,会 商開催を要請 した⑬。

朝鮮側でも,6日,左 議政金宏集を特派全権大臣に任命,国 王が全権委任状 を下付 し,7日

から両国全権委員による会商が開始 された。冒頭,全 権委任状提示にあたり,金 宏集の全権委

任状中に 「日本公使誤聴其謀,進 退失拠」云々とあるのを不当とした井上は,そ の削除あるい

は修正を求め,翌8日,修 正された再提示の全権委任状を確認 した騒)。交渉はいきなり善後条

約案の審議となり,そ の日のうちにほぼ合意に達 し㈲,9日,井 上 と金宏集 が調印書に記名調

印 した。条約は,前 文で 「大 日本国大皇帝……特派全権大使伯爵井上馨ヲ簡 ビ、大朝鮮国二至

リ便宜弁理セシメラル。大朝鮮国大君主……金宏集二委ヌルニ全権議処ノ任ヲ以テシ、命ズル

ニ懲前念後ノ意 ヲ以テセラル……蝕二全権 ノ文愚二拠 リ、各々名 ヲ籏 シ印ヲ鉾スル左ノ如 シ」

として,両 国国家元首が任命 した全権委員による調印であることを記 している。

(3)「 済物浦条約」の前例 と比べて,天 皇が全権委任状 を発するのは異例であるが,竹 添公
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使が事件に関係 していたため,交 渉を担当させることができず,井 上外務卿を特派全権大使と

して派遣せざるを得なかったたあであろう。 また,同 時並行的に対清国交渉 もありうることを

予想 したことも天皇発給の全権委任状につながったものと思われる。 しかし,事 件の原因 ・経

過の究明を避け,早 期収拾を図った日本側は調印を急ぎ,「済物浦条約」に倣 って,「 朝鮮国国

書 ヲ修メテ日本国二致シ謝意 ヲ表明スル事」を含む5項 目の条約 とし,批 准を省略 した。 した

がって 「漢城条約」 は,天 皇 ・朝鮮国王の全権委任状発給 はあったが,批 准条約 ではない。

「漢城条約」が1月21日 に太政官告示として公表された後の2月20日,朝 鮮国鉄差大使徐相

雨 ・副使穆麟徳(メ レン ドルフ)が 参内 し,条 約で定めた謝罪の国書を奉呈 した。李泰鎮教授

は,こ の国書を批准書に 「代置」するものと見なすが55),「済物浦条約」 の事後措置 と同様,

批准書に代わるものと見ることはできない。

このように,李 泰鎮教授が批准条約あるいは批准条約に準ずると見た(2×3×5×6)の4件の条約

は,い ずれ も第1種 形式条約ではなく,第II種 形式条約である。1890年 代以降の政府間条約

調印委任の訓令が文書の全権委任状を伴わないのに対 して,(2)(3)(5)(6)の場合は政府((6>の み天

皇)か ら全権委任状が発給されているのは次のような事情によるものと考え られる。

当時,駐 朝日本外交使節を代表するのは,特 命全権公使より階級が低い弁理公使(1880年4

月任命の花房義質弁理公使より1893年7月 任命の大鳥圭介特命全権公使まで)で あ り,朝 鮮

側の駐日公使 も1887年6月 派遣の聞泳駿弁理大臣(前 年3月 任命の李憲永弁理大 臣は病気の

ため赴任せず)が 最初であり,1880年 代は相互の常駐外交使節団制度が確立 されていなか っ

たことと関係 しているのではなかろうか。

李泰鎮説によれば,国 家主権にかかわるすべての条約は 「正式条約」(批 准条約をいう)で

なければならないと言 うが,日 清開戦以後の日朝 ・日韓間の諸条約には,批 准条約である第1

種条約は1件 も存在 しない。本来,批 准条約の形式をとるべき(16)「韓国併合二関スル条約」も,・

形式的には第II形 式条約である。韓国併合条約締結過程と李泰鎮教授の条約無効説の問題点

については別稿57)で述べたが,詔 勅の形式をとった,李 完用首相に対する全権委任状は,調 印

当日の1910年8月22日 の御前会議で皇帝か ら下付された。その全権委任状には,皇 帝が 「韓

国ノ統治 ヲ挙ゲテ之 ヲ朕が最モ信頼 スル大日本国皇帝陛下二譲与スルコトヲ決 シタリ」 と記 さ

れ,さ らに条約第8条 は,「本条約ハ、 日本国皇帝陛下及韓国皇帝陛下ノ裁可 ヲ経 タルモノニ

シテ、公布 ノ日ヨリ之 ヲ施行ス」としている。調印後の批准 と批准書交換を避けるため,事 前

裁可の形式が選ばれたのである。

一方,寺 内正毅統監は,8月20日,李 完用らとの事前折衝の結果,合 意 した条約案 を小村

寿太郎外相に電送 し,「予 メ御裁可 ヲ仰ギタク」奏請を求めた駆)。それにより,22日 午前に開

催 された枢密院会議への諮詞を経て天皇が裁可 し,併 せて寺内への全権委任を決定 した。

「韓国併合二関スル条約」前文には,「 日本国皇帝陛下ハ、統監子爵寺内正毅ヲ、韓国皇帝陛
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下ハ、内閣総理大臣李完用 ヲ各其ノ全権委員 二任命セ リ。因テ右全権委員ハ会同協議ノ上、左

ノ諸条 ヲ協定セリ」とあり,末 文は 「右証拠 トシテ両全権委員ハ、本条約二記名調印スルモノ

ナ リ」とあり,第1種 条約の文型を示 しているが,条 約に批准条項はない。

同条約 は,8月29日 付け 『官報』号外 「条約」欄で,「朕、枢密顧問ノ講論 ヲ経 タル韓国併

合 二関スル条約ヲ裁可 シ、蝕 二之ヲ公布セシム」という上諭を付 した条約第4号 として公布さ

れた。

4.日 朝 ・日韓 間の第II種 ・第 皿種形式条約

天皇の裁可を経て,日 本政府が外国政府と締結する条約である第II条 約と,天 皇の裁可な

しに政府間協定 として締結する条約 ・国際約束である第皿種条約とを明確に区分することはそ

う簡単ではない。なぜならば,い っ,い かなる内容の条約を天皇が裁可 したかを示す史料的根

拠があいまいだからである。

外務省条約局 『各国二於ケル条約及国際約束締結 ノ手続二関スル制度』(1924年)付 表第3

「国際約束ノ枢密院関係先例」を もとに,日 朝 ・日韓間諸条約'を分類 したのが第2表 である。

この資料は条約を網羅的に採録 したものではないが,裁 可前に枢密院に諮諭されたA条 約 は,

(1⑤「韓国併合二関スル条約」1件 だけである。同条約は批准条約に準ずる手続 きを踏んだが,

第2表 第 皿種 ・第 皿種形式の 日朝 ・日韓間条約 の例

第

H

種

形

式

第

皿

A批 准 ヲ要 セザル国際約束ニ シテ枢密院 二諮 韓国併合 二関 スル条約(1910.8.22)

言旬セ ラレタルモ ノ(1件)

・灘翻 撫 剥 盤ll難熱ll　llあ

・畿鷺 宮卿{灘 総1継i鉱

種D灘 罷ll憲 翻3シ モノ(7件)

嚢

月 尾 島 地 所 借 入 約 書(1891.1.21)

暫 定 合 同 条 款(1894.8.20)

訴 訟事 務 二 関 スル 日韓 取 極(1897.4.14)

(第1次)日 韓 協 約(1904.8.22)

在韓 外 国人 民 二対 スル 警 察 事 務 二関 ス ル協 定

(1909.3.15)

仁 川 ・釜 山 及 元 山 清 国 居 留 地 規 定(1910.3.ll)

在 朝 鮮 各 国居 留地 廃 止 ノ実 施 期 日 二関 ス ル外 交 文

書(1914.3.26,3.27)

外務省条 約局 『各国 二於ケル条約及国際約束締結 ノ手 続二関スル制度』(1924年)よ り作成。

条約名称 は原 則 と して外務 省条約局 『旧条約彙纂』3巻(1934年)に よる。

左欄 の形式 およ びA,B,C,Dは 筆者 が付 した。
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第IIの 特殊 な事例であることは前述 した。

日韓間のその他の条約で裁可を要する第H種 形式の場合,調 印前に枢密院への講論はないの

が通例であった。一般的には,「政治的条約ニシテ……批准条項存セザルモノハ、其ノ調印前、

調印ノ御裁可 ヲ奏請 シ、右二付調印前二枢密院二御下問アラセラルルヲ本則 トスベキニ拘ラズ、

従来、調印ノ御裁可ハ奏請スルモ枢密院二付議セラレズ、直二調印権限ノ御委任 ヲ賜バ リ、調

印後発表前、枢密院二報告セラレタル場合多ク、而 シテ枢府 ノ反対ヲ緩和スル為、特二枢密院

二勅語 ヲ賜ハルヲ例 トス」という厨)。つまりBに 属する手続きが多いのである。

(9)「 日韓議定書」Protocolも 調印後に枢密院へ報告 されたB条 約例であるが,同 条約が

『官報』彙報欄で公示された1904年2月27日,枢 密院副議長東久世通禧ほか14人 の枢密顧問

官が,「今回、 日韓間条約締結 ノ事 アルヤ、当局大臣ハ記名調印ノ前、之 ヲ枢府 ノ議二附セラ

レムコトヲ奏請スルコ ト無ク、又特二旨ヲ仰グコト無 クシテ単二事後ノ顛末ヲ報告スルノ所為

二出デタリ」と上奏 し60),調 印前に枢密院への講論を求めなかった政府の失当を批判 した。 し

か し,東 久世 らの要請にもかかわらず,以 後においてもB(調 印後の報告)あ るいはC(調 印

前に裁可のみで枢密院には提出されない)の 第II種 形式が慣例化 した。 これは日韓間条約に限

らず,韓 国以外の外国と日本との政治条約で もそうである。

「日韓議定書」案に対する天皇裁可は調印(2月23日)直 前である。22日,小 村外相は 「議

定書ハ御提出ノ成案通 リニテ裁可 ヲ得 タルニ付、速二調印セラルベク」61)という訓令を林権助

駐韓公使に与えている。

ちなみに,当 初,密 約 として準備 された 「日韓議定書」 は,1904年1月 段階では全権委任

状を要する第1種 形式が考えられていたようで,韓 国皇帝は委任状を下付 し,林 公使も委任状

発給を政府に要請 したが,の ちに韓国側の求めにより委任状は不要 となった。このため林は,

あ らためて 「調印ノ全権 ヲ電報ニテ与ヘラル様」小村外相に要請 した62)。ここでは天皇か ら下

付される全権委任状と自国政府か らの全権委任とは明確に区別 されている。

以下の3件 の条約は,韓 国行政権の一部を日本へ移譲することを取り決めたものである。(11)

「韓国通信機関委托 二関スル取極書」Agreementに ついて,『 明治天皇紀』 は,「 韓国駐割特

命全権公使林権助と韓国外部大臣季夏栄と商議せ しむる所あり,是 の日 〔1905年4月1日 〕

二人 は取極書の調印の交換を了す。傍 りて二十八 日之れを公表す」63)とだけ記 し,枢 密院への

報告には触れていないが,(14「 韓国司法及監獄事務委托 二関スル覚書」Memorandumcon-

cerningtheAdministrationofJusticeandPrisoninCoreaは,調 印後の7月24日,枢 密

院会議に報告,桂 首相と枢密院議長に転 じた伊藤博文が 「説明」に当たり餌),10月12日 の枢

密院会議では,そ れに伴 う 「統監府裁判所令」など法令制度を審議 した65)。(15)「韓国警察事務

委託 二関スル覚書」の場合 も,調 印後の6月28日,枢 密院会議に桂首相による 「覚書」説明

があり,統 監府警視 ・警部の任用 ・分限など4件 の関連事項が審議 され,同 日,「 統監府警察
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官署官制」と併せて裁可公布 された55)。

第2表 から抜 け落ちているが,(13)「第3次 日韓協約」Agreement(1907年7月24日 調印)

も,調 印後(25日)に 枢密院に報告されているので第II種 形式B条 約である67)。ただ し調印

前に成案を閣議で承認 し,裁 可を奏請することはなかった。外務省編 『日本外交年表拉主要文

書』上 の年表によると,1907年7月12日 「韓国内政の全権掌握に関する日韓協約の件を裁可」

とある68)。この日の裁可 とは,「帝国政府ハ、現下ノ機会 ヲ逸セズ韓国内政二関 スル全権 ヲ掌

握セ ンコ トヲ希望ス。其 ノ実行二付テハ、実地ノ情況ヲ参酌 スルノ必要アルニ依 リ、之 ヲ統監

ニ一任スル」働閣議決定の 「方針」であり,条 約案ではない。条約案は急 きょ波幕 した林董外

相 と伊藤統監 との協議により作成 され,24日 午前1時20分,伊 藤が西園寺首相に案文を伝送

しただけで,そ の返電を待たずに,同 日,「統監侯爵伊藤博文」と 「内閣総理大臣李完用」 が

記名調印する 「第3次 日韓協約」が結ばれた。

調印前に裁可はあるが,枢 密院に報告されなかった第H種Cに 属する(12;「第2次 日韓協約」

Convention(1905年ll月17日 調印)の 裁可 も,条 約成案に対 するものではない。11月17

日の 「交渉」時に,日 本側の原案に対 し韓国大臣 ・皇帝の文言修正要求をいれた伊藤が,直 ち

に筆を執って修正を施 し,そ の場で 「特命全権公使林権助」 と 「外部大臣朴斉純」が記名調印

した。調印後(18日 午前2時35分 発),林 は調印済みを桂外相に報告70),同 日中に条約文T'),

「日韓協約調印事情報告」72),「日韓協案文中修正箇所二関シ報告」73)を外相に伝送 した。 これ ら

はいずれ も報告であり,条 約の承認を求めた請訓ではない。

「第2次 日韓協約」に対する裁可は,い っ,ど のようになされたのか。10月27日 の閣議 は,

「韓国保護権確立実行二関スル」具体的手順 と条約案を決定 し,同 日,裁 可を得た74)。これが

『日本外交文書』 に現れる唯一の 「第2次 日韓協約」裁可の記録である。その裁可 には条約原

案 も含み,ま た,締 結手続 きと条約形式について政府間協定である第H種 とし,「 条約締結 ノ

全権ハ林公使二委任スルコト」を決定 した。つまり第1種 の批准条約 とはしないので,天 皇に

全権委任状発給を奏請せず,駐 韓林公使に対する全権委任は政府委任 とするという意味である。

以後,日 本政府の条約締結方針はこの決定にもとづいて進められ,そ の目的を達成する。坂

元茂樹教授は,「交渉時においてこうした点 〔条約の形式〕が伝え られたり議論された りした

形跡はない」75)と言 うが,11月15日 に内謁見 した伊藤博文特派大使が皇帝 に 「直 二外部大臣

ヲ御召 シアリテ林公使ノ提案二基キ直二協議ヲ纏 メ、調印ノ運 ビニ取計フベキ旨勅令 ヲ下サレ

タシ」 と求め,さ らに 「締結二必要ナル条件ハ、我代表者 〔林公使〕 ヲシテ公式ヲ履 ンデ貴国

当局 〔外部〕二交渉セシムベシ。此等 ノ事、博文 ノ任務ニアラズシテ一二外交官ノ権能二属」

すと述べていることは,林 公使一朴斉純外相による政府間協定の締結交渉の開始を要請 したも

の と解 される。

あるいは李泰鎮教授は,「特使伊藤博文が高宗皇帝に謁見 した席で韓国側全権委員を詔勅 に
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よって任命するよう要請 したのも,こ の協定を可能な限 り正式条約として成立 させることを望

んでいたという証拠である。 しか し高宗皇帝 は最後までこれに応 じ」なか ったとして,「 外交

権移譲のような重要な事実を扱う外交協定として」,「全権委員の委任状や協定文に対する皇帝

の批准書が発給されてお らず」「要件不備である」 ことの証拠とする71)。しか し,李 泰鎮教授

が典拠 とした 「伊藤大使内謁見始末」π)の限 りでは,伊 藤が皇帝 に求めたのは文書による詔勅

や全権委任状ではな く,朴 斉純外相を して交渉に当たらせ調印す る勅命であった。皇帝 に威迫

を加えた状況下で全権委任状を強請することも不可能ではなかったと思われるが,す でに日本

政府は第II形 式の条約締結方針を決定 していたか ら,そ の必要を認あなかったのである。皇

帝 もまた 「外部大臣ハ公使 ト交渉 ヲ重ネ、其結果 ヲ政府二提議 シ、政府ハ其意見ヲ決定シタル

上、朕ノ裁可 ヲ求ムルニ至ルベシ」,「速二其措置 ヲ執ルベシ」花)と答えるはかなか った。李泰

鎮教授のいう,伊 藤の詔勅発布要請と皇帝の拒否説は史料の誤読であろう。

第2表 の第II種Cに は,そ のほか3件 の条約が挙げ られている。 その うち 「絶影島地所借

入約書」(1886年1月31日 調印)は,1885年11月,海 軍卿川村純義が,海 軍用石炭庫敷地と

して釜山湾内の絶影島に地所4900坪 借 り入れを天皇に 「上請」 し,11月20日,「 上裁」 を経

た上で,海 軍省が外務省に朝鮮政府との交渉を依頼,1886年1月31日,臨 時代理公使高平小

五郎 と督弁交渉通商事務金允植とが 「借入約書」に調印 したものである79)。

(8)「 大 日本大朝鮮両国盟約」TreatyofAlliancebetweenJapanandCoreaは,日 清戦争

時の日朝攻守同盟条約である。開戦後,日 清間の抗争が累を朝鮮 に及ぼす ことを恐れる政府 ・

大院君が,日 清両軍の朝鮮撤退の周旋を駐朝欧米列強の代表 に内談するなどの反日的行動を察

知 した陸奥宗光外相は,1894年8月13日,駐 朝公使大鳥圭介に日朝盟約の締結を訓令 し,大

鳥が作成 した 「日韓両国ハ清国二対 シ攻守同盟 ノ位地二立チシヲ明カニシタル」条約案を政府

が承認 し,8月26日,「 特命全権公使大鳥圭介」 と 「外務大臣金允植」が調印 した80)。

陸奥は,「今一つの国際条約の効力に依り,一 面には彼 らが一個独立の邦国と して公然 いず

れの国とも攻守同盟をなすべき権利あるを表彰すると同時に,他 の一面には堅 く彼 らを我が手

中に繋留 し敢えて他顕する所莫 らしむるため,一 挙両得の策に出でたるに外な らず」81)と両国

盟約の効果を位置づけている。

盟約前文は,「大日本大朝鮮両国政府」が主語で,条 約 目的を記 した後,「両国大臣ハ各々全

権委任 ヲ奉 ジ訂約 シタル条款左二開列 ス」 とし,本 文第3条 で 「両国全権大臣記名調印シ、以

テ悪信 ヲ昭ニス」 と記 している。

天皇がいっこれを裁可 したか,現 在のところ不明である。

「日本朝鮮両国通漁規則」RegulationsbetweenJapanandCorea,respectingFisheriesは,

白朝両国近海における両国漁船の漁業税 ・取 り締まり規則を定めた もので,1886年 か ら懸案

となっていたが,1889年11月12日,代 理公使近藤真鋤と督弁交渉通商事務閾種黙が記名調
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印 した条約である。その前文には 「……日本政府ハ代理公使近藤真鋤二委任 シ、朝鮮政府ハ督

弁交渉通商事務聞種黙二委任シ、各委命 ヲ奉 ジテ会議定立スル各条左 ノ如 シ」 とあるか ら,政

府間協定であることが分かる。日本政府の閣議決定と裁可は1888年5月4日 である肌)。

なお,通 漁規則は1908年 に全面改訂 となるが,そ の場合の条約形式は,「 日韓両国現在ノ関

係上、特別協約的ノ形式を執ルコ ト好マシカラズ候二付、統監 ト韓国政府 トノ間二、単二公文

ノ往復 ヲ以テ決定スル」ことを小村外相が求め,閣 議決定(10月1日)の 通知を受 けた副統

監曽禰荒助が,10月31日,李 完用首相あてに 「漁業二関スル協定」Agreementbetweenthe

CoreanGovernmentandtheResidency-GeneralofJapanregardingtheFishingIndustry

oftheSubjectsofCoreaandJapan案 を照会 し,同 日,李 完用が 「異議ナキ旨」を回答する,

公文交換の第皿種形式により成立 したお)。

裁可を要せず 「政府限 リニテ締結 スル」第皿種形式の条約件数 はもっとも多い。内容的には

(7)「日朝暫定合同条款」や(10)「第1次 日韓協約」Agreementの ような政治協定 をはじめ,表

示例にはないが,通 商関係 ・土地(居 留地)関 係 ・海難救助関係 ・漁業関係など多岐にわたり,

条約名称 も条約 ・協約 ・約定書 ・取極書 ・覚書 ・往復文書(交 換公文)な ど多様である。 これ

らが政府間協定,今 日の行政取極に近い形で締結されたのである。公表 されない場合 も少なく

ない。

「日朝暫定合同条款」は,日 清戦争の契機となった 「漢城二於テ両国兵 ノ偶爾衝突 ヲ興 シタ

ル事件 〔1894年7月23日 の日本軍による王宮占領事件〕 ヲ治 メ、蝕 二将来、朝鮮国ノ自由独

立 ヲ輩固ニシ、且ッ彼此ノ貿易 ヲ奨励 シ、以テ益々両国ノ親密 ヲ図ランが為メ」7項 目の総括

的事項 を決めた。「暫定」というのは,末 文 に 「条款内永遠二循守 ス可キ者ハ、後 日、更 二条

約 トシテ運行ス可 シ」 としたか らで,そ の意味で第皿種形式とし,「特命全権公使大鳥圭介」

と 「外務大臣金允植」が記名調印 した協定である別)。

日本人財務顧問の傭聰,日 本政府が推薦する外国人外交顧問の傍聴,韓 国政府の条約締結 ・

外国人への特権付与等にっき日本政府との事前協議 などを決めた(10)「第1次 日韓協約」が 「第

2次 ・第3次 日韓協約」 と異なり,天 皇裁可を経ずに第皿種形式条約としたことに違和感があ

るが,そ れは既約の(9)「日韓議定書」第5条 「両国政府ハ相互 ノ承認ヲ経ズシテ、後来、本協

約ノ趣意 二違反スベキ協約 ヲ第三国 トノ間三訂立スル事 ヲ得ザル事」および第6条 「本協約二

関連スル未悉ノ細条ハ、大日本帝国代表者 ト大韓帝国外部大臣 トノ間二臨機協定スル事」にも

とつ く行政的展開と見な したためである。

付 枢 密 院 への語 詞 につ いて

1888年4月30日 公布の勅令により設置された枢密院は,天 皇の最高諮問機関と して重要 な

語詞事項を審議 し上奏 したが,講 論事項の一つに大権である条約締結がある。 「枢密院官制」
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(1890年10月7日 改 正)第6条 「枢 密 院 ハ左 ノ事 項 二付 講 論 ヲ待 テ会 議 ヲ開 キ意 見 ヲ上 奏 ス」

の4に 「列 国交 渉 ノ条 約 及 約 束 」 が あ る。

しか し,す べ て の 批 准 ・裁 可 条 約 が 枢 密 院 に諮 謁 され た の で は な い。 しか も 「如 何 ナ ル種 類

ノ国 際約 束 が 枢 密 院 ノ語 詞 ヲ経 ル コ トヲ要 ス ル ヤ、 又 、 公 式 令 第 八 条 二依 リ公 布 ス ル コ トヲ要

ス ル ヤ,実 質 的 ニ モ形 式 的 ニ モ之 ヲ定 ムル ノ法 規 ナ シ」⑮ と い わ れ る よ うに,枢 密 院 へ の語 詞

は非 法則 的 で あ り,恣 意 的 に さえ 見 え る。 手 続 き的 に は,批 准条 約 の 場 合 で も,① 批 准 前 の 語

詞,② 批 准後 の講 論,非 批 准 条 約 の場 合 に も,③ 調 印前 の諮 諭,④ 調 印 後 の 講 論,⑤ 調 印後 に

勅 語 の あ る もの,⑥ 講 論 で は な く,調 印 後 に報 告 さ れ る もの,な ど多 様 で あ る。

明治 期 に枢 密 院 に 諮 謁 され た条 約 ・関 連 事 項 は120件 余 りに上 るが,こ れ を 内 容 的 に区 分 す

る と,通 商 ・関税(領 事 規 則 を 含 む)52件,郵 便 ・電 話29件,国 際 法18件,著 作 権 ・工 業

所 有 権 等9件,政 治 協 定3件,講 和 条 約2件,領 土 ・国 境2件,そ の他11件 で あ る。

二 度 の条 約 改 正 を行 った この 時 期 に,国 家 間 関 係 の基 本 であ る通商 ・関税条 約 関連 件数 が もっ

と も多 い の は 当然 で あ るが,そ れ に次 いで 郵 便 ・電 信 条 約 が多 く,通 商 ・関 税 条 約 と合 わせ る

と81件 で,総 件 数 の64%を 占 め る。

そ れ に対 して 政 治 協 定 は,「 清 国義 和 団事 変 二関 ス ル北 京 議 定 書 及 関 係 書 類 」(1901年12月

7日),「 韓 国 併 合 二 関 ス ル 条 約 」(1910年8月22日),「 日英 同 盟 条 約 改 定 二 関 ス ル 報 告 」

(1911年7月15日)の3件 に過 ぎな い。 しか も北 京 議 定 書 は小 村 外 相 の事 後 報 告 で あ り86),韓

国 併 合条 約 は調 印 前 の 諮 諭 と は い え,事 実 上 は報 告 で あ った即)。日英 同盟 協 約 改 定 も ま た 桂 首

相 の経 過 報 告 と小 村 外 相 の説 明 が あ っ ただ けで あ る88)。

そ の他,各 国 との政 治 条 約 は枢 密 院 へ 講 論 で はな く報 告 と して処 理 され た。 た とえ ば 「日英

同 盟 協 約 」(第1回AgreementofAllianceofl902,1902年1月30日 調 印,第2回Agree-

mentofAllianceofl905,1905年8月12日 調 印,第3回AgreementofAllianceoflgll,1911

年7月13日 調 印)あ る い は 「日露 協 約 」(第1回Conventionde1907,1907年7月30日 調 印,

第2回Conventionde1910,1910年7月4日 調 印,第3回Conventionde1916,1916年7月8

日調 印),「 日仏 協 約 ・宣 言 書 」Arrangementde1907.Declarationconcernant]'lndo-Chine

frangaise,1907年6月10日 調 印)。 「高平 ・ル ー ト協 定 」(1908年ll月30日 調 印)な ど は,

枢 密 院 に対 し勅 語 下 賜,首 相 ・外 相 の説 明 に よ り伝 達 され た だ け で あ る。

韓 国 植 民 地 化 過 程 に お け る諸 条 約 も諮 諭 され な か った。 「日韓 議 定書 」 につ い て,枢 密 院 副

議 長 久 世 通 禧 らの,政 府 が枢 密 院 へ付 議 す る こ とを 奏 請 しなか った こ とに対 す る政 府 失 当 を非

難 した上 奏 文 は,前 述 の 引用 部 分 に続 けて次 の よ う に述 べ て い る89)。

「臣等 、 閾下 二 在 リテ常 二召 命 ヲ待 チ、 其 ノ機 宜 ヲ失 ス ル ナ カ ラ ム コ ト ヲ期 ス 。 当 局 ノ之

ヲ諒 トセ ザ リ シバ 臣等 ノ深 ク遺 憾 トスル所 ナ リ。 顧 フ ニ刻 下 ノ情 形 ハ 実 二曖 古 未 ダ有 セ ザ ル
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ノ事体ニシテ、此 ノ際二於 ケル列国交渉ノ条約及約束ノ如キハ帝国安危ノ繋ル所、殊二至重

至大 ナルモノアリ。即 チ当局ノ為二計ルモ、之ヲ枢機密勿ノ府二謀ルコ トヲ請ハザルハ、憲

法 ノ趣旨二連 ヒ、為政 ノ慎重ヲ加フル所以二非ズ。臣等ハ成事二屑屑タラズ ト錐、将来二向

テ此 ノ悪例 ヲ胎スノ漸 ヲ杜絶セムコ トヲ切望シ、更二憲法上至高ノ機関タル枢密顧問ノ職責

ヲ暖クスルモノアルニ至ラムコ ト憂慮シ、遂二状 ヲ具シテ以テ聞スルニ己ムコ ト能ハズ」

東久世 らの上奏は,重 要条約につき枢密院への語詞を政府が奏請 しなか ったのは 「憲法ノ趣

旨二連 ヒ、為政 ノ慎重 ヲ加 フル所以二非」ざると非難 し,こ うした 「悪例 ヲ胎ス」 ことのない

よう要望 したものだが,以 後の 「第1次 ・第2次 日韓協約」も枢密院への語論はもちろん報告

さえされず,(1の 「韓国司法及監獄事務委托二関スル覚書」,(15「韓国警察事務委託二関する覚

書」なども諮諭 されることなく,調 印後に報告されるにとどまった。

内閣か ら独立 し,「施政二干与スルコトナシ」(「枢密院官制」第8条)と される枢密院に対

し,天 皇大権の執行を補弼する立場にある内閣が,政 治条約などの審議を望まなかったとも言

えるが,枢 密院 はそもそも条約の審議機関として機能する存在ではなかったのである。ただし,

諸条約にもとつく植民地行政機構の制度構築の面では重要な役割を果たしたことを見逃すわけ

にはいかない90)。

5.む す び

以上 の条約締結手続 き ・条約形式の検証を通 じて明 らかになった諸事実にもとついて,は じ

めに提示 した本論文の課題に対する解答をまとめてみよう。

まず第1は,「 外交権移譲のよ.うな重大事項は,当 然前者 〔正式条約Treaty〕 の形式を備え

なければならない。 しか しこれ 〔第2次 日韓協約〕 には,(a>国 家元首が代表(全 権委員)を 任

命する委任状,(b)両 国代表が署名 した条約文 〔調印書〕,(c)条約文に対する国家元首の批准書

などがすべて整え られなければならない」にもかかわらず,「 乙巳勒約 〔第2次 日韓協約〕 は

協定文 〔調印書〕だけがあるのみで,全 権委員の委任状や協定文に対する皇帝の批准書が発給

されておらず,外 交権移譲のような重要な事実を扱 う外交協定 としては要件不備である」とい

う主張91)についての検討である。

李泰鎮教授 は,外 交権のみならず内政権移譲のような国家主権にかかわ る条約 は,す べて

「正式条約」でなければならないという。 また,李 泰鎮教授のいう 「正式条約」 とは英文名称

でTreatyが 付 される批准条約のことであるが,こ のような主張は定理化され得るだろうか。

本論文の分析結果からの答えは否定的である。明治期日本の対外条約のうち第1種 の批准条約

の形式をとるのは,相 手国の政体 ・制度 ・国内法との関連等にもよるが,条 約内容か ら見て慣

習的にそうであるのは,通 商条約 ・講和条約 ・領土条約等であり,李 泰鎮教授が立論の前提と
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している外交権 ・内政権移譲条約が批准条約でなければな らないことを裏付ける事例的根拠を

見いだすことはできない。むしろ政治条約は対韓条約だけでなく,イ ギ リス ・ロシア・フラン

ス等との条約でも,批 准条約を避け,裁 可を要する政府間協定である第II種 形式条約を選択す

る傾向にあった。

第2は,李 泰鎮教授が指摘する,1880年 代 までの 日朝間条約締結に際 して,日 本政府は

「その法的根拠を確実に行お うとし」て 「行き過 ぎるほど」厳格 に批准条約 またはそれに準ず

る条約締結を求めたのに対 し,日 清開戦以降は自ら条約成立の 「要件」を無視 し,法 的に不当

な,し たがって源泉的に無効である(不 成立の)侵 略条約を韓国に強制 した吻,と いう点であ

る。

李泰鎮教授が,日 本の朝鮮侵略が本格化する日清戦争を境 として,そ れ以前の条約を 「正式

条約」とし,以 後の条約を 「破格」 とするのは,両 者の対照性を強調するための設定と見られ

る。本論文の検証か ら得た結論は,1880年 代までの日朝間条約の うち,批 准条約である第1

種形式をとったのは 「日朝修好条規」とその続約との2件 だけで,そ のほかの主な条約は第H

種形式の政府間協定である。 日清戦争以前の日朝間条約は批准条約が一般的で,国 家元首の全

権委任状発給,批 准書交換が慣習的に成立 していたと見 ることはできない。

李泰鎮教授が非批准条約を批准条約と見誤ったのは,史 料の誤読や拡大解釈によるが,誤 認

の根底に,第1種 条約と第II種 条約との区別が明確に把握 されていないためのように思われる。

それゆえ条約締結権者である天皇 ・皇帝が発給する全権委任状と自国政府が条約署名者に発す

る全権委任(文 書とは限 らない)と を混同 したり,批 准 と裁可 とが区別されない混乱に陥って

いる。教授の再考を期待 したい。

本稿では,主 として李泰鎮 「韓国侵略に関連する諸条約だけが破格であった」(『世界』1999

年3月 号)を 批判の対象に取 り上げたが,李 泰鎮教授の著作には,編 著 『日本の大韓帝国強占』

@T;利,1995年),「 日本の大韓帝国国権侵奪 と条約強制一 韓国併合不成立を論ずる一 」

(『韓国史市民講座』19輯 ・特集一 日本の大韓帝国侵奪の不法性 〈一潮閣,1996年8月 〉),「韓

国併合は成立 していない」上 ・下(『 世界』1998年7・8月 号)な どがある。 それ らについて

の総括的な批判として 「李教授 「韓国併合不成立論」を再検討する」(『世界』1999年10月 号),

「聾号噸曾斜 円柱剋剤(韓 国併合の歴史認識)」(『萢筈コ}む 州』1999年 秋号)を 発幸 したの

で,併 せ て 読 ん で い た だ け る とあ りが た い。
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TheFormalitiesandProceduresofTreatiesintheMeijiEra

AgainstYiTae-Jin'sClaimontheInvalidityoftheTreatyon

theAnnexationofKoreatotheJapaneseEmpire

UNNOFukujyu

ProfessorYiTae-Jin,SeoulUniversity,whohasbeenclaimingtheinvalidityoftrea-

tieswrittenbetweenJapanandKorea,suchasthetreatyontheannexationofKoreato

theJapaneseEmpire,publishedhisessayononeofJapanesemagazinesSθ 肋 ∫,entitled

`Re
-examinationontheinvalidityofthetreatyontheannexationofKoreatothe

JapaneseEmpire-OnlytreatiesregardingJapan'sinvasionintoKoreawereagainst

formalproceduresご.

Inhisessay,hestatesthatatreatyregardingatransferofonenation'ssovereignity

toanothershouldhavehadaformalapprobation,andthat,therefore,thoseforcedby

Japanwereinvalidduetotheirlacksofformalities.Hisassertion,however,appearsnot

tobesupPortedbyconcreteevidence.

Inthisessay,Iwillcriticizehisviewbymakingcleartheformalitiesandcustomary

procedureswhichwerefollowedwhenJapanandothercountriesconcludedtreatiesin

theMeijiera,andIwillprovethetreatiesbetweenJapanandKoreatobeformalyvalid,

despitetheunfairnessoftheircontents.

Keywords:TreatyRegardingtheAnnexationofKoreatotheEmpireofJapan,KoreanEmpire,Meiji

era,Treaty
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